
東京都環境審議会 

カーボンハーフ実現に向けた条例改正のあり方検討会(第５回) 

会 議 次 第 

 

令和４年３月 23日（水曜日） 

午後４時 30分から午後７時まで（予定） 

 

１ 開  会  
 

２ 議  事  

カーボンハーフの実現に向けた実効性ある制度のあり方   

【新築建物】 

（１）建築物環境計画書制度 

（２）住宅等の一定の中小新築建築物への太陽光発電設備の設置を義務付ける制度 

【既存建物】 

（３）温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度 

  （４）地球温暖化対策報告書制度 

 【地域のエネルギーの有効利用とエネルギーマネジメントの推進】 

  （５）地域におけるエネルギー有効利用計画制度 

 【再生可能エネルギーの利用拡大】 

  （６）エネルギー環境計画書制度 

 

３ 閉  会 
 
 

≪配布資料≫ 

資料１   「カーボンハーフ実現に向けた条例改正のあり方検討会」における 

検討事項 

資料２   環境審議会第３・４回カーボンハーフ実現に向けた条例改正のあり方 

検討会における主なご意見について 

資料３－１ 2030年に向けた新築建物に関する取組について 

資料３－２ 2030年に向けた既存建物（大規模）に対する取組について 

資料３－３ 2030年に向けた既存建物（中小規模）に対する取組について 

資料３－４ 地域のエネルギーの有効利用と高度なエネルギーマネジメントの推進 

資料３－５ 2030年に向けた再エネ供給促進に関する取組について 

資料４   これまで及び今後のスケジュール（予定） 

 



参考資料１ 制度のあり方に関する意見表明 

参考資料２ 東京都環境審議会カーボンハーフ実現に向けた条例改正のあり方 

検討会委員名簿 

参考資料３ 諮問書 諮問第 32号（写） 

参考資料４ 諮問第 32号（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の改正） 

の諮問趣旨について 

参考資料５ 東京都環境審議会関係規定 


